
船舶事故調査報告書 

令和７年１１月１９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和７年５月２８日 １４時３０分頃 

発生場所 山口県下関市安岡
やすおか

漁港西方沖 

 安岡港甲防波堤灯台から真方位２９２°８２０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°０１.６′ 東経１３０°５４.１′） 

事故の概要  プレジャーボート宏
ひろし

は、航行中、浅所に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和７年６月１７日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 宏、５トン未満（長さ７.４０ｍ） 

 ２９１－１６０２６山口、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 船底に擦過傷、プロペラ軸及びプロペラ翼に曲損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東南東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者３人を乗せ、ＧＰＳプロッ

ターを作動させ、下関市蓋井
ふたおい

島南方沖の釣り場から帰航を開始した。 

船長は、安岡漁港に戻るつもりで陸岸の地形を見ながら操船中、同

漁港北方約５km に所在する下関市吉見
よ し み

漁港を安岡漁港と見間違えて、

本船を東南東進させていたことに気付いた。 

船長は、吉見漁港南方沖から安岡漁港西方の陸岸の消波ブロックが

見えたので、同漁港西方沖へ向けて本船を約１０ノットの対地速力で

南進させた。 

船長は、プレジャーボート仲間から安岡漁港西方沖に浅所があるこ

とは聞いていたものの、浅所の範囲や水深を確認したことはなく、Ｇ

ＰＳプロッターで船位や水深を確認しないまま、陸岸の消波ブロック

に沿って同漁港に向かった。 

本船は、安岡漁港に間もなく入港しようとしていたところで、同漁

港西方沖の浅所（以下「本件浅所」という。）に乗り揚げた。 

（図１ 参照） 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 事故発生経過概略図 

 

船長は、本船の主機を前進や後進としてみたが、本船を本件浅所か

ら離すことができず、上げ潮になって自力で本件浅所から離れること

ができる時機を待つこととした。 

付近を航行していた漁船の船長は、本船が乗り揚げていることを認

め、１８時１０分頃、所属する漁業協同組合を通じて海上保安署及び

消防署へ本事故の発生を通報した。 

船長及び同乗者３人は、陸岸から来援した消防署員の支援を受けて

本件浅所に降り、徒歩で陸岸に避難した。 

本船は、翌日、船舶所有者が手配した漁船により引き出され、安岡

漁港にえい
．．

航された。 

船長は、令和６年８月に小型船舶操縦免許を取得し、本事故当日は

５～６回目の操船であり、ＧＰＳプロッターの扱いに不慣れであった

ので、目視に頼って操船していた。 

船長及び同乗者は、全員が救命胴衣を着用していた。 

分析 本船は、安岡漁港に帰航中、船長が、ＧＰＳプロッターで船位や水

深を確認しないまま、陸岸の消波ブロックに沿って、目視のみに頼り

安岡漁港に向かったことから、本件浅所に乗り揚げたものと考えられ

事故発生場所 

（令和７年５月２８日 

１４時３０分頃発生） 
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消波ブロック 



 

る。 

船長は、安岡漁港の西方沖に浅所があることを聞いていたものの、

ＧＰＳプロッターの扱いに不慣れであったことから、目視のみに頼っ

て操船していたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、安岡漁港に帰航中、船長が、同漁港の西方沖に

浅所があることを聞いていたものの、目視のみに頼り、ＧＰＳプロッ

ターで船位や水深を確認しなかったため、本件浅所に乗り揚げたもの

と考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・小型船舶の船長は、出航前に航行する海域及びその周辺の水路調

査（浅所の正確な位置及び水深の確認）を入念に行うこと。 

・小型船舶の船長は、航海計器の取扱いに慣熟しておくこと。 

・小型船舶の船長は、目視のみに頼ることなく、航海計器を活用し

て船位や進路等を確認しながら航行すること。 

・小型船舶の船長は、事故が発生した場合には速やかに海上保安庁

へ通報し、必要な指示等を受けること。 


